
公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター 

令和５年度事業計画書 

１．基本方針 

シルバー人材センターは、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することに

より、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひ

いては地域社会の維持・発展、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。 

感染拡大から４年目に入った新型コロナウイルスは、本年５月には感染症法上の

分類が「２類」から「５類」へ引き下げられ、大きな転換期を迎えています。 

これにより、家庭、職場、地域などのあらゆる場面で日常を取り戻し、社会経済

活動の大幅な緩和に踏み出すことになりますが、５類に移行してもコロナが収束す

るわけではなく、引き続き各自の感染防止対策が求められています。 

当センターの会員数は、コロナ禍ではありましたが入会説明会を計画どおり開催

することができたため、令和４年度第２次会員１００万人達成計画の新目標数値で

ある３０１人を上回る会員数を確保できる見込みとなっています。 

一方、契約金額は、新型コロナウイルスの感染拡大により受注が減少していた民

間事業が持ち直しの傾向にあり、全体ではほぼ前年度並みの契約金額を確保できる

見込みとなっています。 

一昨年施行された高齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正法は、企業に７０

歳までの就業確保が努力義務化され、シルバー人材センターにとっては人材の高齢

化という新たな問題が顕在化しつつあります。 

また、令和５年１０月からインボイス制度が導入され、これに対応するためのシ

ステム改修や財源の確保が急務となっています。 

令和５年度の取り組みは、会員の安全の確保がすべてに優先されることから、「就

業時の安全対策の点検と徹底」を最重点とし、シルバー事業の最優先課題である「会

員の拡大と就業の拡大」を具現化するために、請負事業、派遣事業における人材の

養成、就業の場の確保、積極的な広報活動に取り組んでいく必要があります。 

具体的には、「第２次会員１００万人達成計画」の目標値達成を継続するため、

身近にシルバー人材センターがあることを町内の高齢者や企業、各家庭に積極的に

周知、広報するとともに、「高齢者活躍人材確保育成事業」を有効に活用すること

で効率・効果的に新入会員の確保と就業場所の拡大を図っていきます。 

また、互助会活動を通した会員同士の交流の場の確保、会員による一人１会員入

会活動の継続実施、新規入会者への速やかな就業機会の提供などにより地域に根ざ

したセンターを目指すとともに、地域に潜在化している新たな仕事を開拓し、セン

ターの安定的な事業運営の基盤強化を図ってまいります。 

 

２．事業目標 

   １）正会員数              ３２０   名  

   ２）受注件数（受託・派遣）     １，０５０   件  

   ３）受託事業契約額        ９５，１８０ 千円 

   ４）派遣事業取扱額        ４８，０００ 千円 

５）受託事業就業延べ日数     １６，１００ 人日 

   ６）派遣事業就業述べ日数      ８，４００ 人日 

     （就業延べ日数の合計      ２４，５００ 人日） 

  ７）就業率（正会員）         ９４．０   ％  



３．重点実施事項 

  （１）正会員３２０名確保への取り組み 

    ア 入会面談の随時実施 

    イ 会員による一人１会員入会活動の実施 

    ウ 速やかな入会承認と早期就業機会の提供 

    エ 就業相談の実施と未就業会員「ゼロ」への取り組み 

    オ  互助会活動を通した魅力あるセンターづくり 

カ 女性会員の入会促進 

 

（２）就業開拓 

ア シルバー派遣事業の拡大促進 

イ ハローワークなどと連携した新たな就業先、職種の開拓 

ウ 顧客管理の励行によるリピーターの確保 

エ メールによる就業情報の早期提供 

 

（３）普及啓発 

    ア 事業及び入会説明会を年間３０回以上開催 

    イ 地域の高齢者を含めた「仲間づくり講習・研修会」の開催 

    ウ 就業の幅が広がる講習会等への参加及び資格等の取得可能な講習会 

      開催の検討 

    エ ホームページや広報「いびがわ」による事業ＰＲ、会員募集の実施 

    オ 行政機関、県連合会との連携 

 

  （４）安全・適正就業 

    ア 各種の会議における交通安全運動の周知・徹底 

    イ 仕事別の安全講習会の開催及び事故防止のための情報提供 

    ウ 安全保護具の着装徹底 

    エ 作業用機械器具の定期的な確認と点検の徹底 

オ パトロールによる安全・適正就業の啓発 

    カ 受注内容の安全確認及び作業時の打合せの徹底(発注者・会員相互) 

     キ 受注時の業務内容の仕分けによる適正就業の推進 

       (受託事業・派遣事業・職業紹介事業の活用) 

 

（５）法人運営 

    ア 法令順守及び健全経営への取組み 

    イ 事務処理等の効率化と経費節減、デジタル化の検討 

ウ インボイス制度及び契約方法の見直しに対する適切な対応 

 

（６）その他 

    ア 社会奉仕活動の実施 


